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会   議   録  

会 議 の 名 称  第６回白岡市地域クラブ活動運営協議会会議  

開 催 日  令和６年１１月２８日（木）  

開 催 時 間  午後６時３０分 開会 ・ 午後８時１８分 閉会  

開 催 場 所  白岡市役所 ３階 庁議室  

会 長 の 氏 名  古 川   修  

出席者（委員 

等 ） の 氏 名 

 古 川   修  中 村   豊  小 林 大 輔  

 花 車 進 矢  増 田 陽 一  新 井 範 夫  

 大 山 美智子  柴 崎 憲 一  吉 村 吉 美  

 藤 井 亮 輔  金 子 美津江  三 石   尚  

三 宅 誠 吾  小 柳 雄 二  清 藤   繁  

小 島 正 樹  

                  （１６名・敬称略）  

欠席者（委員 

等 ） の 氏 名 
なし  

説 明 員 の 

職 ・ 氏 名 

教育部長            長谷川   亘  

参事兼教育指導課長       蓮 見 宣 宏  

生涯学習課長          小 船 伊 純  

事 務 局 職 員 

の 職 ・ 氏 名 

教育指導課指導主事指導担当   眞 中 拓 美  

教育指導課主幹学務担当     鈴 木 周 作  

教育指導課主事学務担当     植 木 雄一郎  

運 営 団 体 白岡Ｓｐｏｒｔ－Ｖｅｒｅｉｎ 代表 田口 嘉章氏  

会 議 次 第 

１ 開  会  

２ あいさつ  

 ３ 議  事  

 ⑴ 地域クラブ活動保護者説明会について 

⑵ 地域クラブ活動指導者説明会について 

⑶ 「１０月からの地域クラブ活動実施について」の変更 

について 

⑷ 「地域クラブ活動」の参加者状況について 

⑸ 課題の検討について  

４ そ  の  他  

 ５ 閉  会  

配 布 資 料 別添のとおり  

傍 聴 者 数 ２人  
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１ 開 会（古川会長）  

  出席委員１６名、白岡市地域クラブ活動運営協議会設置要綱第６条第２項の  

規定に基づき、定足数に達しており開会を宣言した。  

 

２ あいさつ 

  古川会長からあいさつを頂戴した。  

 

３  議  事（古川会長） 

 ⑴ 地域クラブ活動保護者説明会について（教育指導課 眞中指導主事） 

会議資料に基づき、説明した。  

・１０月５日（土）に白岡市役所で開催し、会場参加４０名、ＺＯＯＭ参  

加６４名の参加があった。当日参加できなかった方や改めて内容を確認  

したい方のため、説明会を録画し、視聴できるよう配慮し、Ｑ＆Ａを配  

布した。  

   ・主なＱ＆Ａについて説明した（詳細については、別添参照）。  

⑵ 地域クラブ活動指導者説明会について（教育指導課 鈴木主幹） 

会議資料に基づき、説明した。  

・１０月１０日（木）にＺＯＯＭで開催し、指導者２５名の内１０名の参  

加であった。  

   ・主なＱ＆Ａについて説明した（詳細については、別添参照）。  

⑶ 「１０月からの地域クラブ活動実施について」の変更について（教育指導 

課 鈴木主幹） 

会議資料に基づき、説明した。  

・吹奏楽指導者について、当初、兼職兼業教職員については、２，０００

円ではなく１，６００円としていたが、教員としてではなく、他の指導

者同様に受託業者と契約している一指導者として考えるべきでは、とい

う指摘があり、教育委員会で改めて検討し、他の指導者と同様に２，０

００円とした。  

・指導者謝金について、受託業者と４月から契約している指導者との契約

の中で、１０月以降の契約については報酬額の変更ができないことが判

明したため、指導者として引き続き引き受けていただける方の報酬につ

いては、吹奏楽指導者は３，５００円、吹奏楽以外の指導者は２，００

０円のままとしており、今回の変更後の金額については、１月以降の指

導に適用することとなったため、御理解いただきたい。  

 なお、１１月から新たに地域移行した種目の指導者については、変更後

の金額となっている。  

⑷ 「地域クラブ活動」の参加者状況について（教育指導課 鈴木主幹） 

会議資料に基づき、説明した。  

   ・別紙③－１の１回当たりの平均参加者数をみると、一チームを作れない  

種目や練習の際に紅白戦ができない種目が多くあり、合同クラブとする  

かの検討が必要になってくる。  

   ・別紙③－２部活動参加生徒数、別紙③－３地域クラブ参加生徒数の一覧  
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表となっており、現状でも部活動に参加している生徒全員が、地域クラ  

ブ活動に参加している状況ではない。１月以降受益者負担をいただくこ  

とになった時に、この人数が、どのように変わるのかについては、次回  

会議の際にお示しする。  

 

（古川会長）  

○⑴から⑷まで、まとめて報告していただいたが、質問はあるか。  

 （Ａ委員）  

  ○指導者説明会を実施した上で、保護者説明会を実施すべきであったと考え  

る。指導者が引き続き引き受けてもらえなければ、成り立たない活動にな  

るが、現状の指導者の確保は、どのようになっているか。  

   ⇒（田口氏）本来であれば、保護者説明会の際に指導者の紹介をできれば  

と考えている。９月いっぱいで一人辞めたが、その種目につ  

いては、新たな指導者が見つかっている。また、年内で辞め  

たいという指導者が数名いるが、穴をあけないよう指導者を  

確保したいと考えている。  

 （古川会長）  

  ○吹奏楽指導者の謝金について、前回会議において、複数の楽器を教えるこ  

と、今までが３，５００円だったことを考慮し、他の種目の１，６００円  

とは差をつけ、今後は２，０００円ということになったが、個人的にはほ  

かの種目と同様に１，６００円で良いのではと考える。今後、このことに  

ついても検討していければと考えている。  

 

⑸ 課題の検討について（教育指導課 鈴木主幹） 

会議資料に基づき、説明した。  

   ・参加人数の少ない状況での活動を考慮し、今後、合同での活動を進めて  

いく、通学している学校にやりたい種目がない場合、他の学校での活動  

を認めていくなどの課題について、意見を伺いたい。  

（古川会長）  

○課題について、意見を伺いたい。  

  （Ｂ委員）  

   ○先々は、合同で行っていくことも考えなければならないと考える。しか  

しながら、現在参加している保護者に対しては、合同での活動について  

の説明は行っていないと認識している。今後検討していき、合同で行っ  

ていくことが決定した段階で、改めて保護者に対しての説明が必要と考  

える。また、南中学校の剣道は既に他の学校と一緒に練習しており、あ  

る一定の成果が出ている。今後、本格的に合同となった場合、指導者の  

人数について検討していく必要があると考える。  

  （Ｃ委員）  

   ○現在、篠津中サッカー部は他の市の学校と合同チームを組んでいる。市

内の他の学校と合同としていく場合、大会への出場をどのようにするか、

考えなければならない。また、部活動の人数は大会参加に満たしている
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が、地域クラブでは大会参加に満たしていない人数になるなど、その時々

の状況によって判断していく必要があると考える。  

（Ｄ委員）  

 ○学校、種目によって人数にばらつきがあり、指導者の意向や生徒・保護

者の意見を聴いたうえで判断すべきではないかと考える。  

（Ｅ委員）  

 ○地域クラブへの参加者については、家庭の事情などで参加者が少ないこ

とも考えられる。合同で活動していくことについては、人数が少なくな

った際には、他の学校との合同での実施もあり得ることを保護者会で事

前に説明しておく必要があると考える。  

（Ａ委員）  

 ○先日、しらおか秋の彩りフェスタで篠津中、南中、白岡中の吹奏楽部が

合同で演奏することがあった。大人数での演奏は迫力があり、子どもた

ちも楽しんで演奏していたようであった。今後も、部活動として行うか、

合同クラブとして活動するかは判らないが、こういった活動を続けてい

ければと考える。  

（Ｆ委員）  

 ○菁莪中吹奏楽部については、地域クラブには誰も参加しないと伺ってい

る。また、やりたい部活動がないため、部活動と地域クラブ活動で別の

種目に参加している生徒もいる。合同クラブについては、保護者や生徒

の意見を聴きながら進めていってほしい。  

（Ｇ委員）  

 ○地域クラブに移行して、技術力が向上しなければお金を払ってまでもと

いうことが出てくると思う。であれば、土日の活動は、技術力向上を目

的とした教室的なものでも良いのではないか。市として、楽しく活動す

る、技術力向上を目指す、部活動の延長として人数が少ないから合同で

行う、など今後考えていかなければならないと考える。  

（Ｈ委員）  

 ○課題の検討に「参加人数の少ない種目の」となっているが、部活動への

参加の種目と地域クラブへの参加の種目は違っても問題ないと考える。

こうしたことを考慮した上で、合同での練習や活動について検討してく

べきと考える。  

（Ｉ委員）  

 ○部活動と地域クラブは別物と考え、合同での実施を考えていく必要があ

ると思う。  

（Ｊ委員）  

 ○生徒によって、活動の目的は、もっと上達したい、高校でも続けて全国

大会に出場したい、友達と楽しくやりたいなど、それぞれ違うと思う。

地域移行し、合同で活動する場合、それぞれ目的が違うと思うが、楽し

んで参加してもらえるようにしていくべきと考える。  

（Ｋ委員）  

 ○篠津中の地域クラブの野球は、なぜ一人もいないのか伺いたい。  
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  また、野球の場合、高校でも続けたいという家庭は、多くが硬式のクラ

ブチームに所属しており、部活動は軟式のため所属せず、ほとんどの生

徒が陸上部に所属する。篠津中の場合、陸上部がないが、南中の陸上に

参加することができるのかという問い合わせがあると思う。  

  さらに、現在の南中１３人、白岡中１１人は、練習するにあっては合わ

せて１チームという感覚である。今後、篠津中も参加者があっても、合

同１チームで練習することもありではないかと感じる。その状況での指

導者数の検討も必要になってくると思う。  

  ⇒（田口氏）篠津中野球部の顧問が地域クラブの指導者を行うか迷って  

いた状況があり、篠津中野球部の生徒は地域クラブでの活  

動に参加しない状況であったが、先日、顧問から地域クラ  

ブでの指導を行いたい旨の話があったため、生徒の参加に  

ついて様子を見ている状態である。  

（Ｌ委員）  

 ○それぞれの種目によって適正な人数があると思う。練習に必要な人数、

試合に必要な人数、それぞれの種目によって違うため、一つ一つゆっく

り検討していければと思う。  

  現在、中学１、２年生には説明会を行ったと思うが、来年入学する現６

年生には説明を行っているのか。  

  ⇒（事務局）小学６年生については、１月３１日開催の各中学校の入学  

説明会において、保護者及び児童に対し地域クラブ活動に  

ついて説明する予定である。  

（Ｍ委員）  

○保護者説明会において、合同で行っていくことについて説明し、保護者

は理解できているのか。合同ありきの活動について説明しても良いので

はないかと思う。今後は、合同もあり得ることも、保護者説明会で説明

していくべきと考える。  

  ⇒（事務局）先日の保護者説明会では、合同で実施していくことについ  

ての説明は行っていないが、今後は、人数の少ない種目に  

ついては、合同での活動を検討していく旨の説明は行って  

いる。  

 ○学校の部活動に所属していないと、地域クラブ活動に入っていても、大  

会に出場できないという認識で良いか。  

⇒（田口氏）中体連の大会には部活動に所属していないと出場できない  

ということであった。現在は、種目によって異なるが、地  

域クラブとしての出場も可能となっている。  

（古川会長）  

 ○資料３２ページで部活動の部員数に比して、地域クラブの会員数が１０  

０％を超えている種目があるが、どういった状況か。  

  ⇒（事務局）部活動ではＡの種目を行っているが、地域クラブではＢの  

種目を行っていること、また、会員数についてはＳｇｒｕ  

ｍアプリ登録者数となっており、父親と母親が別々に登録  
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したことによるところも考えられる。  

（Ｎ委員）  

 ○活動するにあっては、それぞれの種目によってある程度の人数が必要に  

なると考えられるため、合同を進めていくべきと考える。また、受益者  

負担をいただくことにより魅力ある活動となるべきであり、合同にする  

ことにより指導者の人数を削減できることも考えられる。  

（Ｏ委員）  

 ○現在、地域クラブ活動のシステムが構築できてきている状況であり、生  

徒・保護者がどう感じているか、聞いてみるのも良いのではないか。今  

後、部活動が学習指導要領から外れるという話も聞いている。その時に、  

いかに持続可能な活動を行っていけるかというところが重要であると認  

識している。いろいろな意見を伺いながら、連絡・調整役を担っていき  

たいと考えている。  

（田口氏）  

 ○部活動の地域移行については、第一に少子化により部活動が立ちいかな  

くなってきているところから始まっていると認識している。部活動の延  

長であれば、学校単位で考えればよいことであるが、全ての部活動を地  

域移行した現状では、速やかに合同を検討してくべきと考える。  

（蓮見参事兼教育指導課長）  

 ○合同の在り方は悩ましい部分が多い。様々な立場のみなさんから貴重な

意見を伺った中で、今後、教育委員会でも進めていなかければならない

と考えている。例えば、月に１回程度、試行的に合同での活動を行うな

どして、メリット・デメリットを把握し、また、生徒や保護者の意見を

伺っていきたいと考えている。  

  また、他市町の学校との合同についての話があったが、資料２２ページ

にも記載されているとおり、白岡市では、地域移行を進めているため、

今後は、市内での合同チームでの参加になっていくことが考えられるた

め、他市町の学校との合同チームでの登録はできなくなる旨を相手方の

顧問に伝えるよう指導者説明会で回答している。  

（古川会長）  

 ○受益者負担をいただく時期は、１月から開始となるが、いつ頃に徴収す

ることになるのか。  

  ⇒（田口氏）現在、受益者負担の支払いについて契約して進めている状  

        況である。基本的には、前月２５日が支払期限となるが、  

初月（１月分）は１２月２５日に間に合わない可能性があ  

り、１月分と２月分を１月にまとめて徴収することも考え  

られる。  

  （Ｅ委員）  

   ○資料２２ページの他市町との合同チームについて、兼職兼業の教職員が  

指導する場合は、部活動という扱いのため部活動手当となり指導者謝金  

はなしで、地域クラブ活動の指導者は活動できないという認識で良いか。 

中体連の大会ではなく、プライベートな大会の時は、どういった取り扱  
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いとするのか。  

（蓮見参事兼教育指導課長）  

   ○中体連の大会を想定してのＱ＆Ａとなっている。中体連以外の大会等の  

活動については、様々な状況が考えられるため、今後調整させていただ  

ければと思う。  

（古川会長）  

 ほかに意見・質問はあるか。  

（各委員）  

 なし。  

  （古川会長） 

   議事を終了し、委員の協力に謝意を示し、議長の職を降りる。  

 

４ そ の 他（蓮見参事兼教育指導課長） 

費用弁償について、１日１，３００円（本日の出席分）を１２月１８日また

は２５日に支払う予定である旨を説明した。  

また、次回（第７回）運営協議会会議について、委員の都合を確認の上、令  

和７年１月３０日午後６時３０分から開催することとし、会場を確認（白岡市  

役所３階庁議室に決定）の上、後日改めて開催通知及び会議資料を送付する旨  

を説明した。  

 

５ 閉  会（蓮見参事兼教育指導課長） 

  閉会を宣言した。  

 


